
親子世帯入居（ご案内） 

申込前に必ずご確認ください 

１． 親子世帯入居の対象となる方 

牛久市外に在住する「18歳未満のお子さん」がいる世帯が対象です。 

＜年齢判定の基準＞ 

年齢は「申込日」ではなく、「年度」で判断します。 

令和 8 年度募集の場合 

平成 20 年 4 月 2 日以降生まれのお子さんが対象です 

＜ 対象となる例 ＞ 

生年月日 判 定 

平成 20 年 4月 1日生 対象外 

平成 20 年 4月 2日生 対象 

高校 3 年生世代 原則対象 

２．提出書類  

別紙（募集要項）のとおり 

３．注意事項 

入居後にお子さんが 18歳になった場合でも、その年度の 3 月 31 日までは引き続き入居できます。 

４．更新について 

お子さんが 18歳となった年度末をもって入居期間終了となり、更新はできません。 

例）令和 8 年 10 月に 18 歳になった場合 → 令和 9 年 3 月 31 日まで入居可能 

※ 詳細は建築住宅課までお問い合わせください。 



様式第１号（第５条関係）     令和８年６月１日 

 

市営住宅等利活用許可申請書 

 

牛久市長 様 

申請者 住 所 〇〇県〇〇市中央〇〇  

 （法人の場合は所在地）           

氏 名 カッパ 太郎     

（法人の場合は法人名及び代表者名）            

電話番号 XXX-XXX-XXXX     

 

下記のとおり牛久市営住宅等の利活用（目的外使用）について許可を 

申請します。 

 

１ 利活用する市営住宅等 

団地名 部屋名等 戸数 

神谷住宅 233 号室 1 戸 

駐車場 

☑希望する      □希望しない 

 

２ 利活用の内容 

利活用用途 

親子世帯入居 

利活用内容 

・申請者世帯の居住を目的として使用するものです。 

・親子世帯として居住し、自治会へ加入するとともに、地域行事等へ参

加しながら地域コミュニティ活動へ協力し、住宅を適正に使用します。 

入居予定者は以下のとおりです。 

カッパ 太郎（32 歳・会社員） 

カッパ 花子（30 歳・パート勤務） 

カッパ 次郎（4 歳・保育園児） 

利活用期間 

市営住宅等利活用許可日 から 令和９年３月３１日 まで 

 

記入例：親子世帯入居 



 

様式第６号（第14条） 

 

 

行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書 

 

 

行政財産の所在

地及びその名称 

牛久市神谷２丁目１９番地７ 

市営神谷住宅２号棟２３３号室及び当該住戸駐車場（１台分） 

使 用 目 的 親子世帯入居 

使 用 の 期 間 市営住宅等利活用許可日から令和９年３月３１日まで 

その他参考事項 

牛久市が推進する市営住宅ストック活用の取組趣旨を踏まえ、申請者世

帯（夫婦及び子１名）が居住するもの。 

自治会へ加入し、地域行事及び地域活動へ参加・協力しながら、住宅を

適正に使用する。 

 上記のとおり行政財産を使用したいので、許可申請いたします。 

 

 

令和８年６月１日 

 

   牛久市長 沼 田 和 利  殿 

 

 

住 所  〇〇県〇〇市中央〇〇    

氏 名  カッパ 太郎      印 

記入例：親子世帯入居 


